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対策メニューとして、「発生源対策」、「地下水汚染緩和対策」および「その他の対策」を整理し

た   (図-11，表-1 参照)。豊丘村では地下水の硝酸性窒素汚染が主として施肥によると考えら

れるため、施肥対策が主体となる。対策メニューの具体的内容の検討にあたっては、長野県を

はじめとする地元関係機関の意見を十分に反映し進めていくこととしている（図-12 参照）。 

本年度は、表-1 の赤字の内容について検討・実施した。その他の対策で作成したパンフレッ

トを図-13 に、平成 18 年２月 25 日に実施された農村フォーラムの概要を図-14 に示す。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-4.対策メニューの整理 

表-1 豊丘村での対策メニュー 

※ 本年度は赤字について実施 

図-11 対策メニュー 

発生源対策 
・施肥対策 

・家畜排せつ物対策 

・生活排水対策 

地下水汚染緩和対策 

・地下水かん養 

・浄化技術の導入 

その他の対策 

・普及啓発資料作

成 

図-12 関連機関との連携 

具体的内容

施肥実態の
把握

◆生産記録による農作物別窒素原単位算出(地元機関)
◆現状負担で手に入る資料(生産記録,ＪＡ肥料販売予約記録)の活用検討
◆現状負担で手に入る資料(生産記録,ＪＡ肥料販売予約記録)の活用再検討
◆信頼性のある窒素負荷量の算出

施肥方法毎の
溶脱量算出

◆現況の窒素施用量分布図作成
◆経年的(４年代程度)な窒素負荷・供給量分布図作成
◆減肥ほ場における土壌窒素濃度分析等に基づく
  地下水中の窒素溶脱量の推定

適正な施肥
基準の設定

◆実証ほ場における熟期遅延効果試験の実施(地元機関)
◆実証ほ場における柿の減肥試験の実施(地元機関)

家畜
排せつ物
対策

家畜排せつ物
適正処理
ルールの設定

◆豊丘村での堆肥流通量、販売量、生産・流通上の課題等の把握
◆堆肥の循環利用率向上への課題・可能性検討

生活排水
対策

生活排水対策
方針の作成

◆高度処理型浄化槽(窒素除去型)の普及
◆浄化槽の適正な維持管理
◆合併処理浄化槽等から下水道等への早期接続の推進

地下水かん養
◆効果の概略検討
◆水利権，労力，資金等課題の明確化

浄化技術の
導入

◆適応可能な技術選定、効果・費用等の検討

指標の設定 ◆水質モニタリング案の検討(箇所，項目，頻度)

対策メニュー

施肥対策

普及啓発資料
の作成

◆パンフレット作成
◆パンフレット配布(地元機関)
◆現状と対策についての関係者説明会の開催(地元機関)
◆地下水汚染メカニズム説明資料の作成及び地元関係者への啓発
◆環境保全型農業推進者へのインセンティブあり方
 (他地域優良事例収集と紹介)
◆パンフレットweb公開(地元機関)
◆地下水連絡協議会主催の講習会のバックアップ(資料作成)

地下水汚染
緩和対策

その他の対策

発
生
源
対
策

 
地下水環境の状況把握

（長野県環境部局・農政部局）

対策効果の把握と検証（長野県環境部局・農政部局）

硝酸性窒素対策メニューの策定
（地下水保全対策連絡協議会）

対策の普及啓発（長野県環境部局・農政部局・地元機関）

パイロット対策の実施
（長野県農政部局・環境部局・地元機関）

環
境
省

主体実施

協力

支援

支援

支援

主体実施

協力

地下水環境の状況把握
（長野県環境部局・農政部局）

対策効果の把握と検証（長野県環境部局・農政部局）

硝酸性窒素対策メニューの策定
（地下水保全対策連絡協議会）

対策の普及啓発（長野県環境部局・農政部局・地元機関）

パイロット対策の実施
（長野県農政部局・環境部局・地元機関）

環
境
省

主体実施

協力

支援

支援

支援

主体実施

協力
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図-13 地元関係者啓発パンフ
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図-14 農村フォーラムの概要 

基調講演の様子 
(信州大学戸田先生，県保全対策モデル事業の結果の紹介) 

開催案内パンフレット 
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本事業が終了する平成 20 年度以降における豊丘村での硝酸性窒素削減対策は、地元機関が主

体となり持続的に実施してゆくこととなる。このため、本事業では関係者の負担を軽減し関係

者にとってメリットのある対策メニューを検討し可能なものから具体化、実践し改善を図って

いくものとしている。 

なお、改善度合いは、適切な中長期的な指標（水道水源の水質）と短期的な指標（土壌中の

窒素残留量等）を設定していく予定としている。 

 

 

 

 

 

3.対策の持続的実施に向けて 


